
令和７年度 年末調整関係書類の提出について

皆様もニュース等でご存知のことと思いますが、令和７年分から年収の壁の見直しが行
われています。それに伴い、令和7年分から年末調整での変更が行われます。
詳しくは、国税庁が作成した説明動画を添付しています。制度の変更内容や用紙の記入
方法の説明もありますので参考にされてください。
国税局Youtube
：https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRJkwrm54RVX2IffH9iRy_83

①「扶養控除等申告書」

説明動画:https://youtu.be/KkOCaEyTVyQ?si=N0INobf9B82cgFnt（7分55秒）

②「保険控除申告書」

説明動画:https://youtu.be/6js-UBHcjFQ?si=EJ1Z9gSA759CJi84（5分53秒）

③「基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除等、所得金額調整控除申告書」

説明動画:https://youtu.be/0kDDIGgqcW0?si=p7PIgrK8o0EJBHxp（9分55秒）

また、別紙の通り、以下の申請書の記入個所をお示ししています。ご参照いただきなが
ら記入してください
※各用紙の「住所」はR7.12.31現在で記入して下さい。
提出期限はR7.11.15（土）です。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRJkwrm54RVX2IffH9iRy_83
https://youtu.be/KkOCaEyTVyQ?si=N0INobf9B82cgFnt
https://youtu.be/6js-UBHcjFQ?si=EJ1Z9gSA759CJi84
https://youtu.be/0kDDIGgqcW0?si=p7PIgrK8o0EJBHxp


年末調整関係書類の記載方法

個人ごと封筒に下記の（1）～（3）の書類が入ってます。
（1）扶養控除等（異動）申告書
（2）保険料控除申告書
（3）基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除等、所得金額調整控除申告書
※法人名、法人住所、法人マイナンバーは印刷されています。

提出書類について
◇（1）（3）の必要書類
・配偶者(パート等をされている妻または夫)の所得証明書（12月分見込含む）
・扶養親族(扶養に入れられている子または親)の所得証明書（12月分見込含む）
・配偶者が年金受給している方はＲ7.1～Ｒ7.12が記載されているハガキ（コピー可）

◇（2）の必要書類
・控除証明書ハガキ等（本人のみ） ※控除額の記入は計算式を参照してください

各書類（（1）～（3））の以下の項目は、必ず記入して下さい。
（1）氏名、フリガナ、生年月日、世帯主、続柄、個人番号、〒、住所、配偶者の有無
（2）氏名、フリガナ、住所
（3）氏名、フリガナ、住所

【記載例】国税庁ＨＰ➡年末調整がよくわかるページ➡各種様式・記載例の年末調
リンク： https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

提出締切
R７年11月１５日

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm


（１）給与所得者の扶養控除等申告書

６

記入必須
氏名、フリガナ、生年月日、世帯主、続柄、
個人番号、郵便番号、住所、配偶者の有無

対象者のみ記入
氏名、フリガナ、生年月日、世帯主、
続柄、個人番号、郵便番号、住所、
配偶者の有無



（２）給与所得者の保険料控除申告書

記入必須
氏名、フリガナ、住所

必要事項を全て記入してください

R７.12月までの予定保険額を記入してください

必要事項を全て記入してください

必要事項を全て記入してください

必要事項を全て記入してください

必須

保険
受取人名



記入必須
氏名、フリガナ、住所

（３）給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

配偶者がパートアルバイトを
されている方は記入してください

R７.12.31現在で以下の両方に該当する方

・19～23歳の扶養親族

・アルバイトをしている（年収が123万超188万円以下）


